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「海上警察権のあり方について（中間取りまとめ）」の発表について 

 

 

海上保安庁では、本年１月７日に発表された「海上警察権のあり方に

関する検討の国土交通大臣基本方針」に基づき、海上保安庁長官を議長

とする「海上警察権に関する制度改正等検討会議」において、行政警察

権の充実、装備･要員等の充実等について検討を行いました。 

 

この度、海上保安庁において、その結果を「海上警察権のあり方につ

いて（中間取りまとめ）」として取りまとめましたので、別紙のとおり発

表いたします。 
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海上警察権のあり方について（中間取りまとめ） 

 

はじめに 

  海上保安庁においては、平成 23 年１月７日に発表された「海上警察権のあ

り方に関する検討の国土交通大臣基本方針」（以下「基本方針」という。）に

基づき、同日に海上保安庁長官を議長とする「海上警察権に関する制度改正

等検討会議」を設置し、行政警察権の充実、装備・要員の充実その他の基本

方針に示された検討課題について検討を行ってきた。 

基本方針では、近年の情勢の変化を踏まえた海上警察権のあり方を検討す

る必要が示されているので、検討会議においては、我が国を取り巻く国際情

勢を整理し、海上保安庁が担う業務の方向性を明らかにした上で、将来を見

据えた海上警察権のあり方に関する現時点の考え方を以下のようにとりまと

めた。 

 

１．我が国を取り巻く国際情勢 

アジア諸国等の近年の著しい経済成長等により、その国際的な影響力が増

大している。また、新興国を中心とする各種資源の需要の急激な増加を背景

に、世界的な資源獲得競争が激化している。こうした国際情勢の変化の中で、

我が国を取り巻く情勢としては、特に以下の点が注目される。 

（１）我が国のみならず海洋に面しているアジア各国は、近年、資源の確保や、

安全保障という観点から、様々な海洋政策をそれぞれ積極的に展開してお

り、南シナ海における対立をはじめとして、海洋権益を巡る情勢の緊迫化

が見られる。 

（２）我が国は、領海及び排他的経済水域を合わせると、領土面積の約１２倍、

約４４７万ｋｍ２に上り、世界第６位であり、しかも、海洋資源が豊富に存

在すると考えられていることから、我が国領海の周辺海域等における近隣

諸国等の海洋活動の活発化が懸念される。 

（３）朝鮮半島をめぐる情勢は、北朝鮮の後継体制問題や厳しい食糧事情等を

反映し、依然として不安定であり、今後とも情勢の緊迫化が懸念される。 

（４）我が国の国民生活、経済活動は、海上輸送に大きく依存しているが、世

界の海上交通路の要衝において、海賊等による被害が引き続き発生してい

る。特に 近では発生海域が拡大しており、経済活動等にさらなる影響を

与えることが想定される。 

（５）臨海部の原子力発電所や石油コンビナート等の重要施設に対するテロや

破壊活動といった事態が発生する可能性も否定できない。 
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２．海上保安庁が担う業務の方向性 

以上を踏まえ、海上保安庁が今後において担うべき業務の方向性を列挙す

ると、以下のとおりである。 

（１）多数の外国漁船が同時に領海内に入域して操業する事案や我が国の領土

について領有権を主張する外国人の活動家の船舶が領海内に入域する事案

等、我が国の領海警備に関する様々な事案が発生しており、これらの事案

に対して迅速かつ的確に法令を適用し、対応していかなければならない。 

（２）加えて、近年、外国の漁業監視船が我が国領海の周辺海域を航行する事

案、外国の海洋調査船が我が国領海内に侵入する事案、我が国の海洋調査

が外国の海洋調査船により妨害を受ける事案が発生する等、我が国の領海

周辺をめぐる情勢は大きく変化しており、こうした事態に対しても、我が

国の法令に則り適切に対処しなければならない。 

（３）今後、我が国主権の確保や海洋権益の保全等の海洋管理の重要性が急速

に高まり、厳重な監視警戒を要する海域が飛躍的に拡大するため、これま

での事案発生に備えたしょう戒体制から常時監視体制に移行していく必要

がある。 

（４）遠方海域において、邦人や日本船舶等の安全を確保するための法執行活

動にも対応する必要がある。 

（５）海難救助、海上犯罪の取締り、領海警備、災害対応等の海上保安庁の基

本的業務に引き続き的確に対応するとともに、今般の東日本大震災のよう

な大規模災害への対応やテロ対策といった治安維持業務への対応体制も強

化していく必要がある。 

（６）業務を実施する上では、巡視船艇・航空機と陸上組織との間における情

報の収集、伝達、共有等を適切に行う必要がある。 

（７）海上警察権の行使をはじめとする多種多様な業務を的確に実施していく

ため、政府全体の協力・連携体制を強化していく必要がある。 

 

３．将来を見据えた海上警察権のあり方 

海上保安庁が国際情勢に対応し、上に述べた業務を的確に遂行するために

は、執行権限を強化し、その体制を整備することが必要である。 

我が国の領海における外国船舶の犯罪行為等に対しては、これまで、海上に

おける主権と安全の確保を図るため、我が国の法令に則り罰則を適用する等、

海上保安庁と関係省庁が連携して司法警察権限を適正に行使し厳正な法執行

を行ってきたところである。 

しかしながら、我が国の領海等において発生する様々な事案や新たな事案

の発生といった情勢の変化に的確に対応するためには、違法行為に刑罰権を発

動するのみならず、違法行為の予防、犯罪発生時の鎮圧、再度の違法行為の防
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止等の目的で行使される行政警察権限を拡充することが必要である。 

このように、事案発生前から事案発生後に至るまでの各段階において多様

な法執行の選択肢を予め用意することで、司法警察権限と行政警察権限相互が

あいまって事案の推移に応じて適切かつ効果的に対応できる環境を整える等、

事案に即した機動的・効果的な対応を可能とすることで海上警察権の実効を高

めることを目指す。 

一方で、海上保安庁の老朽・旧式化したＰＬ型巡視船及びヘリコプターの

代替・高性能化を早期に完了し、基本的業務に的確に対応できるようにする

必要がある。併せて、今般の東日本大震災のような大規模災害にも十分対応

し得る海上保安体制の整備を目指す。 

さらに、将来を見据え、今後とも緊迫した情勢が継続する尖閣諸島を含む

東シナ海や我が国の資源確保において重要な沖ノ鳥島を含む本州南方海域に

おける広域的な常時監視体制を整備するとともに、遠方・重大事案への対応

を可能とする必要がある。この場合、巡視船艇・航空機と陸上組織が緊密に

連携し得る情報通信システムや基地等体制の充実も重要である。 

 

こうした考え方を踏まえ、検討会議として、海上保安庁及び海上保安官の

執行権限等の充実強化及び海上保安庁における将来を見据えた体制の整備に

ついて、以下に述べるように検討を行った。 

 

第一部 海上保安庁及び海上保安官の執行権限等の充実強化 

第二部 海上保安庁における将来を見据えた体制の整備 

     ～海上保安庁体制強化中長期ビジョン～ 
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第一部 海上保安庁及び海上保安官の執行権限等の充実強化 

 

  基本方針においては、行政警察権限の充実に関して、事案の発生前、発生

時、発生後といった各段階で検討すべき課題をとりまとめており、この方針

に沿って、以下の方向性により海上保安庁及び海上保安官の執行権限等の充

実強化を目指す。 

 

１．行政警察権限等の充実の必要性 

（１）事案発生前の措置 

基本方針では、事案発生前の早期に不審な船舶を把握し機動的な対処を

行うことの重要性が示され、立入検査を行う前であっても外国船舶に対し

て疑いを認識した段階から警告を発し、場合によって領海外退去を促すよ

うな法律上のスキームの導入が提示されている。 

このため、現在の領海等における外国船舶の航行に関する法律（以下「外

国船舶航行法」という。）において、外国船舶の停留等に係る理由を確かめ

るための立入検査を行い、当該理由がない場合に退去命令を行うこととさ

れている制度を一部変更し、停留等を行うやむを得ない理由がないことが

明らかな船舶に対しては、事前に是正勧告を発出し、それでも是正しない

場合には立入検査を行わずに退去命令を発出する制度の導入について検討

を進める。 

 

（２）事案発生時の措置 

  ① 強制的な行政調査 

基本方針においては、海上保安庁法（以下「庁法」という。）第17条に

規定する行政調査に関し、海上保安官自らが書類を検査し、積荷を解く等

の措置を行いうるよう強制的な権限の付与の必要性が示されているが、強

制的な行政調査は個別の調査目的実現のために裁判所の関与の下で行わ

れるのが通例であり、同条の想定する一般的な行政目的での適用場面とは

異なるため、こうした権限の付与は慎重に判断すべきものと考えられる。 

また、基本方針では、庁法第17条に基づく強制的な立入検査について明

確化する必要性が示されているが、当該措置は警察比例の原則に基づいて

任意から強制へ段階的に移行する性質のものであり、強制措置を法律上明

記すると即座に強制措置を行使できるとの誤解を招きかねないことから、

法の適正な運用に影響を及ぼすおそれがあり、慎重に取り扱うべきである。 

加えて、停船措置の具体化に関しては、法律上詳細な手続を規定するこ

とは立入検査の的確な運用に支障を生ずるおそれがあることから、具体的

な停船措置として停船要請の対象船舶、配慮事項、停船方法、強制措置等
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が明記されている内部規則について、現場の意見も踏まえつつ、必要な改

正を行う。 

 

② 事案対処のための強制措置 

基本方針においては、実際に犯罪が正に行われようとするのを認めた場

合又はそれが行われることが明らかな場合に対処するための強制措置で

ある庁法第18条第２項の要件について、現場の海上保安官が適時かつ適切

に判断できるよう明確化することが示されているが、同項は犯罪発生の蓋

然性のみならず、海上における公共の秩序維持の観点からの措置が盛り込

まれている。 

これは、海上の特殊性に鑑み、領海警備対象事案に機動的かつ適切に対

応するために同条の発動要件を明確化する趣旨から平成８年の庁法改正

において同条第２項が追加されたものであり、今後も積極的な発動を検討

する余地があることから、現場の意見も踏まえつつ、想定事例を整理した

上で内部規則の必要な改正を行う。 

 

③ 武器使用 

基本方針では、状況に応じて適切に武器が使用できるように庁法第20条

の武器使用要件を検証すべきことが示されている。武器使用については、

相手方の抵抗の度合いに応じて対応するという比例原則に従って使用す

るとの基本要件の枠組みの変更は必要ないと考えられるものの、その枠内

で、近年の領海警備情勢を踏まえた内部規則の必要な改正を行う。 

また、海上保安庁では、武器以外に、警告弾、着色弾、催涙弾、ゴム弾

等の装備を有しているところ、放水銃やＬＲＡＤ（長距離音響発生装置）

等の緩やかな物理的実力についても内部規則を制定する。 

 

（３）事案発生後の措置 

基本方針では、事案発生後において領海外に退去させる場合の再度の違

法行為抑止のための不利益措置として、洋上処理としての違法行為に係る

物件の領置、制裁金の賦課、爾後の入港禁止措置等の導入が示されている

が、これらの措置については、洋上における処理の実施可能性を慎重に検

討する必要があるほか、その内容については、個別法において、漁獲活動

の保護など具体的な保護法益に鑑みて規定するべきものであり、引き続き

関係省庁との検討が必要である。 

 

２．任務・所掌事務の見直し 

  基本方針では、領海警備業務の重要性の高まりに応じて、行政警察権限等
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の充実にあわせた領海警備業務の任務規定及び所掌事務規定上の明確化の必

要性が示されている。現在、領海警備業務に関し、海上保安庁の任務規定で

ある同法第２条及び所掌事務規定である同法第５条において「法令の海上に

おける励行」、「海上における犯罪の予防及び鎮圧」、「海上における犯人の捜

査及び逮捕」及び「沿岸水域における巡視警戒」に該当するものとして整理

されているところ、これらの規定について所要の改正を検討する。 

また、基本方針では、海上保安官の所掌事務である「法令の海上における

励行に関すること」の明確化等が示されているが、海上保安官は「法令の励

行」にあたって漁業監督官や税関官吏といった他の官吏と同様の権限を代位

して行使するものであり、当該権限については、漁業法や関税法等の個別法

において明確な規定が置かれるとともに、関係省庁間において海上保安官の

執行活動の調整や確認が行われ、具体化が図られている。 

 

３．その他の検討課題 

   基本方針においては、政府全体での検討の必要性等から外国船舶の無害で

ない通航に関する検討等が整理されている。 

 

（１）外国船舶の無害でない通航に関する検討 

外国船舶の無害でない通航にさらに的確に対応するための検討について

は、無害でない通航の態様は武力の行使から漁獲活動まで様々であり、そ

の保護法益も国民の生命保護から水産資源の保護等までかなりの差異があ

ることから、我が国を含む多くの国では、それぞれの保護法益に照らして

適切かつ効果的な取締りを行うため個別法により規律している。したがっ

て、無害でない通航については、引き続き個別法において規定するとの考

え方のもと、各省庁が規律の必要性を判断していくことが適当である。 

 

（２）海上警察権による対処の際の関係省庁の連携 

    遠方無人島等における法執行を確かなものとする方策については、陸上

の司法警察職員が当該無人島に移動するためには時間を要する場合に、現

場に居合わせ、迅速に上陸可能な海上保安官が一時的に陸上において司法

警察権限を行使することが考えられる。 

海上保安官は海上における犯罪について司法警察職員として職務を行

うこととされており、海上保安官が陸上犯罪について強制力を伴う措置を

とることはできないため、こうした事態に海上保安官が対処するためには、

一時的に海上保安官が陸上犯罪の司法捜査権限を有する旨を規定すると

ともに、海上保安庁がこれらの任務を負う旨を規定することが必要である。

このため、海上保安官の司法捜査権限を定めた庁法の規定等の改正のため



 7 

の検討を進める。 

 

４．基本方針以外の検討事項 

基本方針の検討過程においては、同方針以外の事項についても検討を行っ

たところ、その結果は以下の通りである。 

 

（１）質問権の対象範囲の拡大 

海上保安官の質問権は、乗組員及び旅客に対するものが明記され、その

他の関係者に対しては任意で行う運用がなされているが、何らかの犯罪を犯

し又は犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由がある者等に対しても

質問することができるとされている警職法の規定にならい、海上保安官が犯

罪予防等の職務を円滑に遂行できるよう、その他の関係者への質問権を法律

上明記することが望ましい。 

 

（２）外国船舶の緊急入域への対応 

外国船舶が緊急入域に名を借りて遠方無人島周辺にい集するような場合

の対応については、外国船舶航行法に定める立入検査を経た上での退去命

令の仕組みと庁法第 18 条第２項の「海上における公共の秩序が著しく乱さ

れるおそれ」がある場合の強制措置の仕組みの両方の適用が想定されるた

め、外国船舶航行法と庁法を行使すべき場面と順序について、内部規定に

おいて整理する。 
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第二部 海上保安庁における将来を見据えた体制の整備 

～海上保安庁体制強化中長期ビジョン～ 

 

１．海上保安庁のこれまでの体制整備 

（１）海上保安庁は、昭和２３年５月、海上における治安の維持と船舶交通の

安全の事務を一元的に所掌する官庁として発足し、当初は２００隻に満た

ない小型の船艇勢力を中心に、終戦直後の「暗黒の海」の秩序を回復する

べく、沿岸海域において犯罪の取締り、海難救助、船舶交通の安全、海洋

情報の提供等に従事してきた。その後、高度経済成長期を迎え、海上輸送

の増大や船型の大型化、危険物積載船の増加、臨海部の開発等に伴い、大

規模海難や海洋汚染が多発したことから、海上交通安全対策を拡充すると

ともに、海上公害対策、海上防災といった業務にも対応してきた。これら

に伴い、中・小型を中心に船艇勢力を増強するとともに、ヘリコプターや

プロペラ機といった航空機勢力を段階的に導入し、昭和４０年代後半まで

に、巡視船艇(※)約３００隻、航空機約３０機の体制を整備した。 

 

 

（２）昭和５０年代に入ると、国際社会では海洋秩序の再編成への関心が高ま

り、国連において海洋法会議が開催される中で、米国、ソ連等が続々と２

００海里漁業水域を設定していった。我が国においても、昭和５２年に「領

海法」及び「漁業水域に関する暫定措置法」を施行し、領海の幅員を１２

海里とするとともに、２００海里漁業水域を設定したが、これに伴う管轄

海域の飛躍的な拡大に対応するため、ヘリコプター搭載型巡視船（ＰＬＨ

型巡視船）や大型巡視船（ＰＬ型巡視船）、大型航空機等の整備を集中的に

行った。また、昭和６０年の「海上における捜索及び救助に関する国際条

約」（ＳＡＲ条約）の発効と翌年の日米ＳＡＲ協定の締結により、我が国の

捜索救助の責任分担海域が距岸１２００海里にも及ぶ広大なものとなった

ことに対応するため、ＰＬＨ型巡視船（ヘリコプター２機搭載型）、ジェッ

ト機等を整備した。これらにより、平成に入るまでの間に、ほぼ現在と同

じ規模の巡視船艇約３５０隻、航空機約７０機の体制を整備した。 

 

（３）平成に入り、欧州からのプルトニウム輸送の護衛等に対応するため、長

期行動能力や被害制御能力を有する海上保安庁 大の巡視船「しきしま」

を整備し、平成４年に就役した。また、急速なグローバル化が進展する中

で、「海洋法に関する国際連合条約」（国連海洋法条約）が平成６年に発効

した。我が国も、平成８年にこれを批准するとともに、「排他的経済水域及

び大陸棚に関する法律」、「排他的経済水域における漁業等に関する主権的

※ 巡視船艇：海上犯罪の取締り、海難救助等の警備救難業務を行う船舶。なお、海上保安庁が保有する船舶には、

この他に、海底地形測量や海洋観測等を行う測量船、灯台の維持・管理等を行う灯台見回り船等がある。 
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権利の行使等に関する法律」等を施行したが、その結果、外国船舶に対す

る監視・取締り業務が質的・量的に極めて重要となった。また、平成７年

には阪神・淡路大震災が発生し、被害状況の迅速な把握や情報の伝達、巡

視船艇・航空機等の災害対応機能の強化が重要な課題となった。 

 

（４）海上保安庁の創設５０周年を迎えた平成１０年以降は、平成１１年の能

登半島沖不審船事案や平成１３年の九州南西海域における工作船事件とい

った不審船・工作船問題、尖閣諸島の領有権主張活動等の海洋権益に係る

問題、国際テロや海賊の発生といった問題が顕在化する等、業務課題はさ

らに多様化したが、巡視船艇・航空機等については、老朽化のみならず、

速力や制圧能力、監視能力等の不足が業務遂行上の大きな問題となった。

このため、船艇を代替する際には、高速性能や運動性能の向上、武器の高

性能化、船体の防弾構造化、夜間監視能力の強化、画像伝送能力の向上等

を図るとともに、航空機の代替の際には、夜間監視能力等を有し、遠方海

域への飛行が可能な高速かつ航続距離の長い新型のジェット機を導入した。 

平成１８年以降は、昭和５０年代に整備され、老朽・旧式化の著しい巡

視船艇・航空機について、集中的かつ計画的に代替・高性能化を進めてい

るが、中・小型船については相当の進捗をみたものの、大型船を中心とし

て現在でも未だ道半ばの状況にあり、早期の完了が必要となっている。 

 

２．諸外国の海上保安機関の状況 

各国において海上警察権は、海軍、警察、運輸当局等の諸機関が担ってい

る。我が国においては、海上保安庁という独立した警察機関が海上警察権を

行使しているが、このように警察機関が海上警察権を行使する場合であって

も、海上保安庁、米国沿岸警備隊や韓国海洋警察庁のように、海上警察権の

行使、捜索・救助、船舶交通の安全といった業務を包括的に行う場合と、カ

ナダ沿岸警備隊のように、基本的には捜索・救助や船舶交通の安全のみを担

い、警察権の行使は警察や入管当局を支援する形で実施するに留まる場合等

がある。海上保安庁、米国沿岸警備隊や韓国海洋警察庁といった包括的な海

上保安機関においては、近年、管轄海域の拡大や国際テロの発生といった社

会情勢の変化に伴い、捜索・救助や船舶交通の安全といった伝統的な業務に

加え、国土の保安や広大な排他的経済水域等の警備のための抜本的体制整備

を目指す傾向が顕著となっている。 

また、海洋権益の確保はアジア諸国を中心に 重要課題となっている。こ

うした中で中国は、複数の組織が海上保安業務を分掌しており、我が国のよ

うに包括的な海上保安機関があるわけではないが、国家全体として海洋政策

を強力に推進するとの方針を示しており、各組織の体制整備が進んでいる。 
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これらの国々の海上保安機関の体制整備に係る状況については以下のとお

りである。 

 

（１）米国 

米国沿岸警備隊は、犯罪の防止・取締りや海難発生時の捜索・救助、船

舶交通の安全等を包括的に担っている点では日本の海上保安庁と同じであ

る。しかしながら、海上保安庁とは異なり、米国沿岸警備隊はその根拠法

において軍として位置付けられている。米国においては、軍は法令執行の

権限を原則として有さないが、沿岸警備隊は国土安全保障省に属しており、

軍でありながら海上警察権の行使ができることとなっている。 

沿岸警備隊は、港湾や沿岸での保安、海洋環境の保全、航路標識等の分

野で活躍してきたが、２００１年９月１１日の米国同時多発テロ以降、捜

索・救助や密輸・密航の取締りといった伝統的な任務に加えて、テロ対策

といった国土保安に係る任務を重視するようになってきている。特に、テ

ロ等の脅威を米国の海岸線からできるだけ離れた場所で阻止することを主

要な施策の一つとして掲げている。 

 このため、厳しい財政状況下、老朽化した船艇・航空機の更新を進めて

いるが、大型巡視船や大型飛行機の導入のように、米国沿岸から５０海里

以上離れた海域で行動する船艇・航空機等の整備とその性能・機能の強化

に積極的に取り組んでいる。２００３年からは新型の大型飛行機（ＨＣ－

１３０Ｊ）が就役しているほか、２００８年にはヘリコプター搭載型巡視

船（４１８フィート級（約１３０メートル））の１番船が就役している。 

 

（２）韓国 

韓国海洋警察庁は、国土海洋部に属する組織であり、犯罪の防止・取締

りや海難発生時の捜索・救助、船舶交通の安全等を包括的に担っており、

海上保安庁と同じである。近年、排他的経済水域等の海域の広域警備や不

法操業外国漁船の取締り等を主要な業務として位置付けている。 

このため、遠洋海域における任務遂行が可能なヘリコプター搭載型の警

備艦（長さ約１４５メートル）をはじめとする大型警備艦や、広域の監視

が可能なジェット機等を保有するとともに、これらの整備に取り組んでお

り、 近では２００９年に大型警備艦（長さ約１１０メートル）が就役し

ている。 

 

（３）中国 

中国においては、国家海洋局や漁業局、海事局、辺防管理局といった複

数の組織が、海洋権益の保護や捜索・救助、船舶交通の安全、犯罪の防止・
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取締り等の海上警察に係る業務を担当している。各組織の体制整備等の状

況は必ずしも明らかではないが、中国政府は第１２次５ヵ年計画の中で、

海洋経済の発展・推進のため、海洋発展戦略を制定するとの方針を打ち出

すなど、海洋政策を強力に進めようとしている。 

このため、近年、ヘリコプター格納庫を備えた漁業局所属の漁業監視船

「漁政」（長さ約１１０メートル）や国家海洋局所属の大型の海洋監視船「海

監」（長さ約９０メートル）が就役しているほか、今後５年を目処に、新た

に３６隻の海洋監視船を建造する計画があるとの報道もある。 

 

（４）カナダ 

カナダ沿岸警備隊は、海上保安庁や米国沿岸警備隊、韓国海洋警察庁と

異なり、基本的に犯罪の防止・取締り等は担当していない。このため、ほ

とんどの保有船艇には武器が搭載されていないほか、氷海や浅水域等の航

行が可能なホバークラフト（長さ約３０メートル）を保有しているなど、

装備面でも違いがある。大型船の搭載ヘリコプター以外は、固定翼機も含

め航空機を保有していないが、船艇の老朽化が進んでいることから、その

改修や代替整備が大きな課題となっている。 

 

３．海上保安庁が今後目指すべき体制 

  基本方針における提言に基づき、以下の方向性によりその充実強化を目指

す。なお、現在の体制が海上保安庁の創設から６０年をかけて整備されたも

のであることからも明らかなように、長期的な観点から整備を進めることが

必要である。この場合、現有装備の使用限界は２０年から３０年であるほか、

各種技術の将来予測可能な範囲は概ね２０年と言われていること等を考慮し、

今後２０年を見据えた体制の整備について中長期ビジョンをとりまとめた。  

 

（１）巡視船・航空機 

現在進めている老朽・旧式化したＰＬ型巡視船及びヘリコプターの代

替・高性能化については、これを早期に完了させることは今後体制整備を

進めていく上で第一歩となる。なお、現在整備を進めているＰＬ型巡視船

については、今般の東日本大震災を踏まえ、災害対応機能を向上させる。 

さらに、将来を見据え、今後とも緊迫した情勢が継続する尖閣諸島を含

む東シナ海、我が国の資源確保において重要な沖ノ鳥島を含む本州南方海

域における広域的な常時監視体制や遠方・重大事案への対応を可能とする

体制の構築を目指し、以下のように大型巡視船・ジェット機の整備を 重

点課題として推進する。 
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① 大型巡視船 

本州南方海域等においてこれまでの事案発生に備えたしょう戒体制か

ら常時監視体制に移行していくと同時に、遠方海域における法執行活動

にも対応していくためには、ヘリコプター搭載型をはじめとする大型巡

視船の体制を強化することが必要である。 

このため、長期行動能力や被害制御能力を有する「しきしま級巡視船」

について、現有の巡視船「しきしま」と現在建造中の１隻に加え、さら

に１隻を整備し、３隻体制とする。また、これに準ずるヘリコプター２

機搭載型巡視船について、現有の巡視船「みずほ」「やしま」の２隻に加

え、さらに１隻を整備し、３隻体制とする。このようにヘリコプター２

機搭載型巡視船を合計で６隻体制とすることにより、広域的かつ綿密な

監視警戒活動を複数の海域で常時行うことが可能となるほか、遠方・重

大事案への対応、緊迫度が高まっている海域での効果的な配備が可能と

なる。なお、現在１０隻保有しているヘリコプター１機搭載型巡視船に

ついては、老朽改修・機能向上を行い、業務遂行能力の強化を順次図る。 

ＰＬ型巡視船については、現有の３８隻のうち、老朽・旧式化したも

のの代替・高性能化を行い、領海・排他的経済水域等の警備や大規模災

害への対応能力の強化を図る。 

 

② ジェット機 

我が国周辺海域から２００海里以遠の島嶼部周辺海域等における監視

を強化するとともに、遠方への派遣等にも対応していくためには、高速

かつ航続距離の長いジェット機の体制を強化することが必要である。 

このため、現在は羽田航空基地にガルフⅤが２機、那覇航空基地にフ

ァルコン９００が２機配備されているが、各基地において新型のジェッ

ト機を１機ずつ増強し、合計６機の体制とする。これにより、広域的な

監視警戒活動を複数の海域でより綿密かつ継続的に行うことが可能とな

り、大型巡視船の整備とあいまって、広大な我が国周辺海域におけるし

ょう戒・事案対応能力が飛躍的に向上する。 

 

（２）情報通信 

陸上部署、船艇、航空機相互の情報伝達・秘匿通信体制を確保するため、

現在進めているデジタル秘匿通信システムの整備を早期に完了させる。 

また、高速・大容量の回線網等を整備し、巡視船艇・航空機からのリア

ルタイムの情報や画像情報、衛星情報、関係機関からの情報等を庁内で共

有・分析できる高度な情報通信システムを構築する。なお、これらの整備

を行うに当っては、情報セキュリティの強化、国内外関係機関との連携の
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強化等を併せて推進する。 

さらに、船舶動静把握を広域的に実施する観点から、衛星等を利用した

ＡＩＳ（船舶自動識別装置）情報の取得・分析等を推進する。 

 

（３）基地機能・資機材 

大型巡視船・航空機等の体制整備にあわせ、大規模災害発生時における

救援活動拠点や防災資機材・緊急救援物資の集積基地としても活用できる

防災基地を主要拠点に整備する等、海上保安部署の基地機能強化を推進す

る。また、潜水資機材や放射線防護資機材、油回収装置、分析・鑑定資機

材や検視設備、監視用資機材といった業務執行能力の向上に必要な資機材

等の充実を図る。 

 

（４）人的体制 

 大型巡視船への運用司令科の設置、巡視艇の複数クルー制の拡充、海上

保安部署等における業務執行体制強化のための陸上要員の強化等の人的体

制の増強を図る。 

また、社会情勢の変化及び業務課題に的確に対応しうる人材を育成する

ため、海上保安大学校・海上保安学校における教育の充実・強化、現場に

おける初任者教育体制の構築及び現場職員に対する研修の充実を図る。特

に、諸外国の海上保安機関等との連携が一層重要となる中、英語をはじめ

とする外国語研修の充実等により、国際的人材の育成を図る。 

 

４．今後の進め方 

今般の東日本大震災により、航空機、巡視船、施設等に海上保安庁始まっ

て以来の甚大な被害が発生しているため、これらの早急な復旧に取り組むと

ともに、現在進めている老朽・旧式化したＰＬ型巡視船及びヘリコプターの

代替・高性能化を早期に完了させる必要がある。 

一方で、海上保安庁の予算は、人件費と船艇・航空機の運航費がその約７

割を占めており、原油価格の高騰や修繕費の増加に伴い、今後、海上保安庁

の予算状況はますます厳しくなることが見込まれる。 

しかしながら、我が国を取り巻く国際情勢を踏まえれば、このような厳し

い予算状況下においても、海上警察権を強化するための体制整備は是非とも

実施しなければならず、様々な工夫を凝らし、３．で述べた将来ビジョンに

沿って着実に体制整備を推進していく。 



海上警察権のあり方について（中間取りまとめ）

平成２３年８月２６日

海上保安庁



○

 

アジア諸国等の著しい経済成長と国際的な影

 
響力の増大

○

 

新興国を中心とする世界的な資源獲得競争の

 
激化

【【特に懸念される事象特に懸念される事象】】

・我が国領海、排他的経済水域等における近隣諸国等の海洋活動の活発化

・朝鮮半島情勢の緊迫化

・世界の海上交通路の要衝における海賊等の被害の発生

・原子力発電所や臨海重要施設に対するテロや破壊活動の発生のおそれ

我が国を取り巻く国際情勢我が国を取り巻く国際情勢

【【海上保安庁が担う業務の方向性海上保安庁が担う業務の方向性】】

○

 

多数の外国漁船の領海同時入域・操業、領有権を主張する外国人活動家の領海入域等に、迅速かつ的確に法令を適

 
用し対応する必要

○

 

外国公船の領海内侵入や領海周辺の航行、我が国海洋調査船に対する外国公船による妨害等にも、法令に則り適切

 
に対処する必要

○

 

我が国の主権確保・海洋権益保全等の重要性が高まり、厳重な監視警戒を要する海域が飛躍的に拡大するため、事案

 
発生に備えたしょう戒体制から常時監視体制に移行していく必要

○

 

遠方海域における日本船舶等の安全確保のための法執行活動に対応していく必要

○

 

海難救助、海上犯罪の取締り、災害対応等の基本的業務に引き続き的確に対応するとともに、大規模災害対応やテロ

 
対策等の治安維持業務への対応を強化する必要

将来を見据えた海上警察権のあり方将来を見据えた海上警察権のあり方

第一部

 
海上保安庁及び海上保安官の
執行権限等の充実強化

第二部

 
海上保安庁における将来を
見据えた体制の整備

平成23年１月７日に発表された「海上警察権のあり方に関する検討の国土交通大臣基本方針」に基づき、海上保安庁長官を議

 
長とする「海上警察権に関する制度改正等検討会議」において、行政警察権の充実、装備・要員の充実その他の基本方針に示

 
された検討課題について検討を行ってきたが、今般その考え方を中間とりまとめとしてまとめた。

海上警察権のあり方について（中間取りまとめ）



  

 
 
 
 
 

 
１．行政警察権限等の充実の必要性  

（１）事案発生前の措置 

基本方針の指摘 対応案 

○ 立入検査を行う前であっても外国船舶

に対して疑いを認識した段階から警告を

発し、場合によって領海外退去を促すよう

な法律上のスキームの導入 

・ 外国船舶航行法において、立入検査後に退去命令を行う制度を変更し、停留等を行うやむを得ない理由がないこ

とが明らかな船舶に対しては是正勧告を発出し、それでも是正しない場合には立入検査を行わずに退去命令を発出

する制度の導入について検討を進める。               

【法律改正検討事項】 

（２）事案発生時の措置 

 ① 強制的な行政調査 

基本方針の指摘 対応案 

○ 海上保安官自らが書類を検査し、積荷を

解く等の措置を行いうるような強制的な

行政調査権限の付与 

○ 庁法第17条に基づく強制的な立入検査

の明確化 

○ 庁法第17条に基づく停船措置の具体化 

・ 強制的な行政調査は個別の調査目的実現のために裁判所の関与の下で行われるのが通例であり、一般的な行政目

的での適用場面とは異なるため、こうした権限の付与は慎重に判断すべき。 

 

・ 強制的な立入検査を法律上明記すると即座に強制措置を行使できるとの誤解を招きかねないことから、慎重に取

り扱うべき。 

・ 停船措置の具体化に関しては、法律上詳細な手続を規定することは立入検査の的確な運用に支障を生ずるおそれ

があることから、現場の意見も踏まえつつ、内部規則について必要な改正を行う。    【内部規則改正事項】 

② 事案対処のための強制措置 

基本方針の指摘 対応案 

○ 庁法第18条第２項の要件について、現場

の海上保安官が適時かつ適切に判断でき

るよう明確化 

・ 庁法第18条第２項は、海上の特殊性に鑑み、領海警備対象事案に機動的かつ適切に対応するために同条の発動要

件を明確化する趣旨の規定であり、今後も積極的な発動を検討する余地があることから、現場の意見も踏まえつつ、

想定事例を整理した上で内部規則の必要な改正を行う。                 【内部規則改正事項】 

③ 武器使用 

基本方針の指摘 対応案 

○ 庁法第20条の武器使用要件等の検証 

 

○ 一定程度の威嚇効果、制圧効果が見込ま

れる武器以外の装備の活用 

・ 武器使用に関する基本要件の枠組みの変更は必要ないと考えられるものの、近年の領海警備情勢を踏まえた内部

規則の必要な改正を行う。 

・ 武器以外の放水銃やＬＲＡＤ（長距離音響発生装置）等の緩やかな物理的実力についても内部規則を制定する。 

                            【内部規則改正事項】 

 

本年１月に発表された「海上警察権のあり方に関する検討の国土交通大臣基本方針」において指摘されている海上保安庁及び海上保安官の執行権限

の見直し等については、近年の領海警備情勢等を踏まえて、以下のとおり、法改正を要する事項について検討を進めるほか、速やかに現行法の下でより

効果的な運用ができるよう、現場の意見も踏まえて内部規則の改正等を行う。 

第一部 海上保安庁及び海上保安官の執行権限等の充実強化



  

 
（３）事案発生後の措置 

基本方針の指摘 対応案 

○ 違法行為に係る物件の領置、制裁金の賦

課、爾後の入港禁止措置など、再度の違法

行為を抑止する効果のある不利益的な措

置の導入 

・ 洋上における処理の実施可能性を慎重に検討する必要がある。 

・ これらの措置については、個別法において、漁獲活動の保護など具体的な保護法益に鑑みて規定するべきもので

あり、引き続き関係省庁との検討が必要。 

 
  

２．任務・所掌事務の見直し  

基本方針の指摘 対応案 

○ 行政警察権限等の充実にあわせた領海

警備業務の任務規定及び所掌事務規定上

の明確化 

○ 海上保安官の所掌事務である「法令の海

上における励行に関すること」の明確化 

・ 領海警備業務は海上保安庁の任務規定である同法第２条及び所掌事務規定である同法第５条において整理されて

いるところ、これらの規定について所要の改正を検討する。              【法律改正検討事項】 

 

・海上保安官は漁業監督官や税関官吏等他の官吏と同様の権限を代位して行使するものであり、個別法において明確

な規定が置かれるとともに、関係省庁間において海上保安官の執行活動の具体化が図られている。 
  

３．その他の検討課題 

（１）外国船舶の無害でない通航に関する検討 

基本方針の指摘 対応案 

○ 外国船舶の無害でない通航にさらに的

確に対応するための検討 

・ 我が国を含む多くの国では、それぞれの保護法益に照らして適切かつ効果的な取締りを行うため、無害でない通

航を個別法により規律しており、引き続き、各省庁が規律の必要性を判断していくことが適当。 

（２）海上警察権による対処の際の関係省庁の連携 

基本方針の指摘 対応案 

○ 遠方無人島等における法執行を確かな

ものとする方策の検討 

・ 海上保安官が陸上犯罪について対処するため、一時的に海上保安官が陸上犯罪の司法捜査権限を有する旨を規

定するとともに、海上保安庁がこれらの任務を負う旨を規定することが必要であり、庁法の関係規定等の改正の

ための検討を進める。                              【法律改正検討事項】 
  

４．基本方針以外の検討事項 

（１）質問権の対象範囲の拡大 

検討事項 対応案 

○ 乗組員及び旅客以外の者に対する質問

権の明記 

・ 警職法の規定にならい、海上保安官が犯罪予防等の職務を円滑に遂行できるよう、その他の関係者への質問権を

法律上明記することが望ましい。                          【法律改正検討事項】 

（２）外国船舶の緊急入域への対応 

検討事項 対応案 

○ 外国船舶が緊急入域に名を借りて遠方

無人島周辺にい集するような場合の対応

の整理 

・ 外国船舶航行法と庁法を行使すべき場面と順序について、内部規定において整理。    

【内部規則改正事項】 

 



我が国を取り巻く国際情勢と将来を見据えた海上警察権のあり方を踏まえ、東日本大震災で被災した航空機等の復旧

 
と、現在進めている老朽・旧式化したＰＬ型巡視船及びヘリコプターの代替・高性能化を早期に完了現在進めている老朽・旧式化したＰＬ型巡視船及びヘリコプターの代替・高性能化を早期に完了し、今後２０年を

 
見据え、以下の体制の整備を推進。

○

 

長期行動能力や被害制御能力を有する「しきしま級巡視船」について、現有の巡視船「しきしま」、現在建造中の１隻に

 
加え、さらに１隻を整備し、３隻体制とする。

○

 

しきしま級巡視船に準ずるヘリコプター２機搭載型巡視船について、現有の巡視船「みずほ」「やしま」の２隻に加え、

 
さらに１隻を整備し、３隻体制とする。

⇒

 

ヘリコプター２機搭載型巡視船は合計で６隻体制となる。

○

 

ヘリコプター１機搭載型巡視船（現有１０隻）は、老朽改修・機能向上を行い、業務遂行能力を強化する。

○

 

ＰＬ型巡視船（現有３８隻）は、老朽・旧式化したものの代替・高性能化を行い、領海・排他的経済水域等の警備や大規

 
模災害対応能力の強化を図る。

○

 

羽田航空基地(現在はガルフＶを２機配備)、那覇航空基地(現在はファルコン９００を２機配備)に、新型のジェット機を

 
１機ずつ増強し、合計６機体制とする。

○

 

デジタル秘匿通信の整備を早期に完了する。

○

 

高速・大容量回線網等を整備し、巡視船艇・航空機等や関係機関からの各種情報を庁内で共有・分析できる高度な情報通

 
信システムを構築する。

○

 

大型巡視船・航空機等の体制整備にあわせ、大規模災害の救援活動拠点や防災資機材・救援物資の集積基地として活用で

 
きる防災基地を主要拠点に整備する等、海上保安部署の基地機能強化を推進する。

○

 

救難・防災資機材、監視・取締り資機材といった業務執行能力の向上に必要な資機材等の充実を図る。

○

 

大型巡視船運用司令科、巡視艇複数クルー、海上保安部署等の陸上要員の強化等の人的体制の増強を図る。

○

 

大学校・学校における教育の充実・強化、初任者教育体制の構築、現場研修、外国語研修の充実を図る。

大型巡視船大型巡視船

ジェット機ジェット機

情報通信情報通信

基地機能・資機材・人的体制基地機能・資機材・人的体制

第二部

 
海上保安庁における将来を見据えた体制の整備
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